
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 
 ④ページ   納期限内の納付をお願いします。                             国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。         ⑦ページ 

    ⑦果樹産地強化支援事業（栗苗植栽事業／梨苗植栽事業）に助成します         
  
 笠間市では、栗および梨の安定的な生産に向けて、計画的な苗木の品種更新を推進し、品質向

上による生産振興を図るため、苗木購入費を助成します。 
 
【栗苗植栽事業】  

要件 指定品種 20 本以上の植栽を行うこと 

指定品種 丹沢
たんざわ

、筑波
つ く ば

、銀寄
ぎんよせ

、利
り

平
へい

、石
いし

鎚
づち

、岸根
が ん ね

、ぽろたん 

補助率 栗の苗木 1 本あたり 150 円以内（ただし、予算の範囲内とする） 
 
【梨苗植栽事業】 

要件 10 本以上の植栽を行うこと 

補助率 梨の苗木１本あたり 300 円以内（ただし、予算の範囲内とする） 
 
＜共通事項＞ 

対象 市内に在住の生産者または所在する生産者組織 

   （3 戸以上の生産者で組織する任意組織を含む） 

申込方法 補助金等交付申請書（農政課窓口備付けまたは笠間市ホームページよりダウンロー 

     ド）、見積書（品種ごとの単価がわかるものを含む）、印鑑（ゴム印不可）を持参のう

     え、農政課窓口でお申し込みください。 

     ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/（「果樹」で検索） 

申込期限 12 月 26 日（金） 

     ※申請前に購入した場合は補助の対象となりませんので注意してください。 

申・問 農政課（内線 527） 

                  ⑧栗の改植にかかる造成費用の一部を助成します                       
  
 笠間市では、推奨品種を指定し、栗の産地化に取り組んでいます。推奨品種の更なる生産拡大、

品種別出荷の推進を図るため、栗の改植にかかる費用の一部を助成します。 

対象 市内に在住の生産者または所在する生産者組織 

   （3 戸以上の生産者で組織する任意組織を含む） 

要件 10a 以上の農地（※1）において、栗または他品目（果樹および桑等）からの抜根・造成な

   どを行い、指定品種の栗に改植を行うこと（※2） 

   ※1 10a あたり 35～40 本程度植栽されている農地 

   ※2 10a あたり 40 本程度の改植を行うこと 

指定品種 丹沢
たんざわ

、筑波
つ く ば

、銀寄
ぎんより

、利
り

平
へい

、石
いし

鎚
づち

、岸根
が ん ね

、ぽろたん 

補助率 10a あたり 50,000 円以内（ただし、予算の範囲内とする） 

申込方法 補助金等交付申請書（農政課窓口備付けまたは笠間市ホームページよりダウンロー 

     ド）、改植予定の圃場
ほじょう

写真（2、3 枚）、見積書（自力施工の場合は必要ありません）、

     印鑑（ゴム印不可）をお持ちのうえ、農政課窓口でお申し込みください。 

     ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/（「栗の改植」で検索） 

申込期限 12 月 26 日（金）  

     ※申請前に購入した場合は補助の対象となりませんので注意してください。 

申・問 農政課（内線 527） 

 この朗読劇は、ヒロシマ・ナガサキで子ど

もを失った母親の無念の想いを、手記や詩な

どをもとにまとめたものです。 

 今回は、かつて戦争に出撃した隊員たちが

その訓練時代を過ごした筑波海軍航空隊記

念館で朗読を行います。過去に何が起こった

のかを学び、再び不幸な出来事を起さないた

めにどうすべきかを考える指針の一つにな

ればと思います。 

日時 11 月 15 日（土）午後 2 時～3時 

会場 筑波海軍航空隊記念館（茨城県立ここ  

   ろの医療センター敷地内 笠間市旭 

   町 654） 

参加費 無料（別途入館料がかかります） 

主催 まゆみ朗読会 

問 市原
いちはら

 裕子
ひ ろ こ

 ℡ 0296-77-1600 

⑭朗読劇「遺
のこ

されしものの想い」を開催 

 します 

 悩みを持った女性が気軽に相談できる専

用の電話「女性の人権ホットライン」を設置

しました。 

 職場における男女差別やセクハラ、夫・パ

ートナーからの暴力やストーカーなど、女性

に対するあらゆる人権侵害について相談を

受け付けています。 

 秘密は厳守しますので、安心してご相談く

ださい。 

日時 11 月 17 日（月）～23 日（日） 

   午前 8時 30 分～午後 7 時 

   （土日は午前 10 時～午後 5時） 

電話番号 0570-070-810 

     （全国共通ナビダイヤル） 

相談員 法務局職員・人権擁護委員 

問 水戸地方法務局人権擁護課 

  ℡ 029-227-9919 

⑮全国一斉「女性の人権ホットライン」 

 強化週間のお知らせ 

 事前申込不要、入場無料です。お気軽にお

越しください。 

日時 11 月 15 日（土） 

   午後 1時 30 分～3時 30 分 

会場 常陽郷土会館 7 階常陽藝
げい

文
ぶん

ホール 

   （水戸市三の丸 1-5-18） 

内容 ・講演 

    「日本国憲法をめぐる最近の情勢に

    ついて」 

         「日本と近隣諸国との関係について」

   ・質疑応答 

講師 野中
の な か

 広
ひろ

務
む

さん（元内閣官房長官・自

   治大臣・自由民主党幹事長） 

主催 日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、

   茨城県弁護士会 

問 茨城県弁護士会 ℡ 029-221-3501 

⑯市民向け講演会「昭和世代からの遺言」

 を開催します 

 県立友部特別支援学校では、2 年に一度の

文化祭、「友
とも

陽
よう

祭
さい

」を開催します。児童生徒

の作品や発表をご覧ください。  

日時  11 月 22 日（土）（雨天決行）  

   午前 9時 25 分～11 時 35 分 

   午後 0時 40 分～2時 

会場  県立友部特別支援学校 

   （笠間市鯉淵 6558-1） 

内容 <午前> 

   小・中学部児童生徒による学習発表、

   高等部作業班による体験コーナー、 

   作品展示 

   ＜午後＞ 

   作業製品の販売、模擬店、作品展示 

問 ℡ 0296-77-0001（小野） 

⑰県立友部特別支援学校「友陽祭」を 

 開催します 


